
独立行政法人 教員研修センター（非特定） 

 
所在地  茨城県つくば市立原３ 

電話番号 029－879－6613 郵便番号 305－0802 

        ホームページ http://www.nctd.go.jp/ 

根拠法  独立行政法人教員研修センター法（平成 12 年法律第 88 号） 

主務府省 文部科学省初等中等教育局教職員課、大臣官房政策課（評価委員

会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  国（文部省（平 13.1 文部科学省））が行ってきた教職員に対する研修等に関する

業務を独立行政法人教員研修センターに移管。 

       → 平 13.4 独立行政法人教員研修センター 

目 的 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修等を行うことに

より、その資質の向上を図ることを目的とする。 

業務の範囲   

１．校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。 

２．学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこ

と。 

３．前２号の業務に附帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ３，８９１百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 



 

 

 

＜予算計画＞                     （単位：百万円） 

 
区   別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

自己収入 

計 

5,304 

  760 

  715 

6,779 

985 

  155 

  143 

    1,284 

支

出 

 

一般管理費 

業務経費 

人件費 

施設整備費 

特殊要因等経費 

計 

1,283 

2,543 

2,193 

760 

 

 6,779 

214 

468 

403 

155 

44 

1,284 

＜短期借入金の限度額＞ ４００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数 1 人・任期４年）髙岡 信也 （理事・定数１人・

任期２年）湊屋 治夫 （監事・定数２人）(非常勤・任期２年) 折茂 民男、

(非常勤・任期２年) 藤井 斉亮 

＜職員数＞ ５１人 （常勤職員４２人、非常勤職員９人) 

＜組織図＞ 
 

  理事長 

                       総務課 

         監事 

               総務部     会計課 

  理 事 

                         

 

                       研修企画課 

 

               事業部     基幹研修事業課 

 

                       教育課題研修課 
                       （東京事務所） 

 



中期目標 

Ⅰ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成23年４月１日から平成28年３月31日までの５年間とする。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

国として実施する責務を有する研修は、以下の①及び②を基本とし、センターはこれに沿った

研修の実施について中期計画で定める。 

なお、毎事業年度において実施する各研修の研修内容、受講対象、日数、人数等は、国の教育

政策の方向性や事後評価等を踏まえ、不断の見直しを行うこととし、より効果的・効率的なもの

となるよう年度計画において明確に定める。 

①各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長、副校長・教頭及び中堅教員等に対する学

校経営研修等 

・学校経営について、各地域の中核となって活躍する管理職の育成を目的とした管理職マネジメ

ントの中央研修（校長マネジメント研修、副校長・教頭等研修、中堅教員研修） 

・各地域において英語教育を推進する中核的教員の育成を目的とした海外派遣研修 

②学校現場が抱える喫緊の重要課題について、地方公共団体が行う研修等の講師や企画・立案等

を担う指導者の養成等を目的とする以下の研修 

・各地域において組織マネジメント研修を円滑に実施するための指導者の養成を目的とした研修 

・児童生徒の国語力向上に向けた教育の推進のための指導者の養成を目的とした研修 

・道徳教育を推進するための中核となる指導者の養成を目的とした研修 

・学校教育の情報化を推進するための指導者の養成を目的とした研修 

・小学校における英語活動等国際理解活動を推進するための指導者の養成を目的とした研修（本

研修については、平成24年度をもって廃止） 

・外国人児童生徒等に対する日本語指導のための指導者の養成を目的とした研修 

・生徒指導上の諸課題に対応するための指導者の養成を目的とした研修 

・人権教育を推進するための指導者の養成を目的とした研修 

・キャリア教育を推進するための指導者の養成を目的とした研修 

・教育相談について高度な見識と技法を身に付けるための指導者の養成を目的とした研修 

・子どもの体力低下・運動嫌い防止のための指導者の養成を目的とした研修 

・児童生徒の健康教育上の諸課題に対応するための指導者の養成を目的とした研修 

・外国語指導助手に対して必要な知識・指導方法等を修得させることを目的とした研修 

・学校現場が抱える教育課題に関して各地域の指導的立場の者が諸外国の取組の調査研究を行い、

各地域に調査研究成果を活用するための海外派遣研修 

③①及び②に加え、地方公共団体単独での実施が困難なことから共益的事業として地方公共団体

からの委託等により例外的に以下の研修を実施する。 

・産業教育、理科教育において指導的立場にある教員の派遣研修 

・産業技術、情報技術等に関する指導者の養成を目的とした研修 

・産業教育に携わる実習助手に対して必要な知識・技術を修得させることを目的とした研修 

・喫緊の重要課題の指導者を養成するための研修等として実施してきた研修 

④①から③のほか、国の教育政策上、緊急に実施する必要性が生じた学校教育関係職員の研修に

ついて、関係行政機関からの要請又は委託等により実施する。 

（２）各研修の目標とする成果の指標 

各研修の目標とする成果の指標については、以下に掲げるような方法を基本として研修ごとに



定め、達成状況を把握するとともに、その達成を図る。 

①センターが設定する受講定員に対する実際の受講者の参加率が、毎事業年度平均で85％以上と

なるようにする。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法、研修環境等についてのアンケート調査等を実

施し、毎事業年度平均で85％以上から「有意義であった」などのプラスの評価を得る。 

③受講者の任命権者である都道府県教育委員会等に対して、研修終了後、相当の期間内に研修成

果の活用状況等についてのアンケート調査等を実施し、事業年度平均で80％以上から「センター

での研修成果を各都道府県教育委員会等が行う研修等で効果的に活用できている」などのプラス

の評価を得る。 

（３）各研修の効果的・効率的な実施のための方法の導入 

各研修の実施に当たっては、個々の研修内容等について、国の教育政策の方向性や地方自治体

等の研修ニーズ等を適切に把握し、効果的・効率的な研修の実施が可能となるよう、以下に掲げ

る方法の中から適当なものを導入する。 

①アンケート調査を活用した研修内容・方法等の見直し、②インターネットの活用、③教育委員

会、大学、民間企業の専門家等の活用及びこれらの機関との連携・協力、④受講者の研修成果の

把握と任命権者への提供等。 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内容・方法の見直し 

各研修について、独立行政法人として実施する必要性、研修の効果、都道府県ごとの受講者数、

毎事業年度の評価結果、都道府県ごとの受講者数に著しい差が生じた場合にはその要因分析等を

踏まえ、必要な場合には、廃止、縮減、内容・方法の見直し等、所要の措置を講じる。 

なお、内容・方法の見直しに当たっては、教育委員会及び大学との連携・協力を図る。 

また、研修の廃止等の検討に当たって必要となる、見直しの必要性を判定するための基準等に

ついて、中期計画において定める。 

 

２．学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び援助 

各都道府県教育委員会等において、より充実した学校教育関係職員に対する研修が実施できるよ

う、以下の指導、助言及び援助を行う。 

①eラーニング研修のプログラム開発・提供、②指導方法等に関する受講者の情報交換機会の提供、

③研修に関するコンテンツの開発・提供、④講師情報や研修手法の提供、⑤研修主事等の企画・立

案能力向上のための会議開催、⑥研修施設・設備の提供等。 

 

３．その他 

各都道府県教育委員会等において実施している学校教育関係職員に対する研修について、その内

容・方法等に関する情報の収集、調査を行い、それらの結果をセンターが行う事業に活用するとと

もに、教育委員会等に対し必要な情報提供を行う。 

なお、研修事業や情報提供業務等のあり方について、各都道府県教育委員会等と定期的に意見交

換を行うこととし、その結果も踏まえ、センターの行う事務事業の見直しを行う。 

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22

年12月７日閣議決定）を踏まえ、既存事業の見直し、効率化を進め、一般管理費（土地借料除く）

については、中期目標期間中、毎事業年度において、対前年度比３％以上の効率化を図るほか、業

務経費についても毎事業年度において、対前年度比２％以上の効率化を図る。 

なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見

直しを行い、経費の節減の一層の推進を図る。 



契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議

決定）に基づく取組を着実に実施する。 

 

２．業務運営の点検・評価の実施 

業務運営について定期的な自己点検・評価を積極的に行い、その結果を業務の改善に反映させる。 

 

３．情報セキュリティの確保 

センターが管理する情報の安全性向上のため、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏ま

え、適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

１．自己収入の確保 

国が実施する責務を有する研修等の実施という性格に十分留意しつつ、受益者負担の適正化、寄

附金等により自己収入の確保を図る。 

また、自己収入の取扱いにおいては、毎事業年度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計画に

よる運営を行う。 

 

２．固定経費の節減 

管理業務の効率化を図るとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定経費の節減を図

る。 

 

３．財務内容等の透明性の確保 

センターの財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報の公表の充実等を図る。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

１．長期的視野に立った施設・設備の整備・管理の実施 

（１）施設・設備については、長期的視野に立った整備を推進する。また、管理運営については、維

持保全を着実に実施することで、受講者等の安全の確保に万全を期する。 

（２）受講者本位の快適な研修環境の形成のための施設整備を進める。 

（３）東京都港区虎ノ門に所在する東京事務所は廃止し、借上面積を大幅に縮減した上で、平成２３

年度中に他法人施設への集約化を図る。 

（４）センターの保有する研修施設について、他の主催者が実施する学校教育関係職員を対象とした

研修での利用を促進することにより、土地・建物等の効率的な活用を図るとともに、保有の必要

性について不断の見直しを行う。 

また、つくば本部の土地については、その購入完了後において速やかに、保有し続ける必要が

あるかについて厳しく検証し、支障のない限り、国への返納等を行うことも含め、検討を行う。 

（５）研修・宿泊施設の管理について民間委託を進め経費を削減する。 

 

２．人事に関する計画 

センターは、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与について、適正な目標

水準・目標期限を設定し、引き続きその適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公

表する。更に、総人件費についても、平成23年度はこれまでの人件費改革の取組を引き続き着実に

実施するとともに、24年度以降は「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１

日閣議決定）に基づき政府における総人件費削減の取組及び今後進められる独立行政法人制度の抜

本的な見直しを踏まえ、厳しく見直す。 

また、研修等のより一層の効果的実施のため、職員の企画・立案能力等の専門性の向上を図る。 



 

３．内部統制の充実・強化 

理事長のリーダーシップの下、センターの業務及びそのマネジメントに関する内部統制・ガバナ

ンスの充実・強化を図るとともに、役職員等のコンプライアンス意識の向上を図る。 



資産の部

Ⅰ 流動資産
現金及び預金 184,966,353
前払費用 447,954
未収収益 51,824
未収入金 756,574
立替金 208,325

流動資産合計 186,431,030

Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産

建物 4,322,639,979
減価償却累計額 △ 2,129,590,471 2,193,049,508

構築物 220,165,187
減価償却累計額 △ 102,783,729 117,381,458

機械装置 33,102,000
減価償却累計額 △ 29,791,800 3,310,200

車両運搬具 11,753,235
減価償却累計額 △ 8,685,609 3,067,626

工具器具備品 422,199,759
減価償却累計額 △ 310,058,349 112,141,410

土地 2,543,791,000
有形固定資産合計 4,972,741,202

２ 無形固定資産
ソフトウェア 15,031,144
電話加入権 761,250

無形固定資産合計 15,792,394

３ 投資その他の資産
預託金 47,990

投資その他の資産合計 47,990
固定資産合計 4,988,581,586
資産合計 5,175,012,616

貸借対照表
（平成２５年３月３１日）

単位：円



負債の部

Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務 134,949,899
未払金 28,925,757
未払費用 19,276,712
預り金 2,904,234
短期リース債務 9,141,300

流動負債合計 195,197,902

Ⅱ 固定負債
資産見返負債

資産見返運営費交付金 489,536,838
資産見返寄附金 2,681,752
資産見返物品受贈額 1,531,702 493,750,292

長期リース債務 11,574,065
固定負債合計 505,324,357
負債合計 700,522,259

純資産の部

Ⅰ 資本金
政府出資金 3,891,142,010

資本金合計 3,891,142,010
Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 2,660,762,600
損益外減価償却累計額 △ 2,077,641,241

資本剰余金合計 583,121,359
Ⅲ 利益剰余金

積立金 198,707
当期未処分利益 28,281

（うち当期総利益) (28,281)
利益剰余金合計 226,988
純資産合計 4,474,490,357

負債純資産合計 5,175,012,616



経常費用
教育研修事業費

職員給与 202,540,334
法定福利費 27,087,632
賃金 23,301,719
諸謝金 36,769,670
旅費 51,174,124
派遣旅費 100,896,323
備品・消耗品費 15,392,422
光熱給水費 5,815,183
通信運搬費 4,885,658
印刷製本費 25,422,499
借料損料 37,568,645
外部委託費 10,348,611
保守・修繕費 9,198,755
事務委託費 35,262,569
事業委託費 76,344,502
調査研究費 2,779,490
減価償却費 31,640,442
その他教育研修事業費 3,842,596 700,271,174

一般管理費
役員給与 29,030,685
職員給与 99,006,568
法定福利費 16,730,362
役員退職手当 10,557,600
賃金 18,454,658
備品・消耗品費 13,902,747
光熱給水費 39,524,995
通信運搬費 9,495,100
印刷製本費 1,124,175
借料損料 5,507,702
外部委託費 69,479,857
事務委託費 5,137,138
支払手数料 3,082,346
保守・修繕費 31,285,705
土地建物借料 26,378,475
減価償却費 35,329,199
その他一般管理費 12,171,166 426,198,478

財務費用
支払利息 11,966 11,966

経常費用合計 1,126,481,618

損益計算書
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

単位：円



経常収益
運営費交付金収益 915,216,811
施設運営収入

宿泊料収入 140,768,000
建物貸付料収入 3,526,284
雑収入 9,142,182 153,436,466

資産見返負債戻入
57,614,060

214,281 57,828,341
財務収益

受取利息 28,281 28,281
経常収益合計 1,126,509,899

経常利益 28,281

臨時損失
固定資産除却損 908,394

臨時損失合計 908,394

臨時利益
資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 849,660
資産見返物品受贈額戻入 58,734 908,394

臨時利益合計 908,394

当期純利益 28,281
当期総利益 28,281

資産見返運営費交付金戻入
資産見返物品受贈額戻入




